
面会や入館についてのご案内 
 

【入院患者様への面会について】 
入院患者様の療養生活の質の向上及び尊厳の保持、並びに円滑な退院支援を図る目的のもと、

入院患者様に対する面会を許可いたします。 

月曜日～金曜日  14：00～17：00  

土曜日      10：00～12：00  
○日曜日、祝日は基本的に禁止とさせていただきます。ただし、状況によってはその限りでは

ありませんので、医師または看護師等にご相談下さい。 

〇1～2 名ずつ、15 分間の面会でお願いします。 

○ご家族や近親者、キーパーソンのみとさせていただきます。 

〇中央エレベーターにて病棟までお越しください。 

エレベーターを降りるとチャイムがございますので、押してお待ちください。 

○お荷物の受け渡しのみの場合についても、中央エレベーターにて病棟までお越しいただき、

エレベーター前のチャイムを押してお待ちください。 

 

【面会時のお約束】 

・ナースステーション窓口にて面会名簿の記入をお願いします。 

・『面会許可証』をお渡ししますので、首からさげて面会をお願いします。 

・常時マスク着用、入室時の手指消毒をお願いします。 

・大部屋の場合、基本的にデイルームでの面会をお願いします。 

移動が難しい場合は、カーテンを閉めた状態での面会をお願いします。 

・面会後、1 週間以内にコロナウイルスやインフルエンザ等の感染症への罹患が判明した方

は、ただちにお電話にてお知らせ下さい。 

◎この他、面会に関する基本的禁止事項等につきましては、当院ホームページ上に掲載して 

おります規定をご覧ください。 

 

 

【入館制限】 
新型コロナ感染症等の感染拡大防止のため、入館や入院患者様へのご面会については以下の事

項にご協力をお願いいたします。 

 ●院内への入室の際は常時マスク着用、入館時の手指消毒をお願いいたします。 

  ●以下の方は入館をご遠慮ください。 

①発熱（37.5 度）咳、息苦しさ、味覚・嗅覚異常、発疹などの症状がある方 

②手指消毒、正しいマスク着用への協力が得られない方 

③12 歳以下の方※  
※以下の A、B どちらかに該当する場合は入館可。 

A：受診者本人が 12 歳以下の場合。 

B：受診者の付き添い(例：親の受診に同伴する等)の場合は 2 名以下まで。ただし常に受診者の 

近くで過ごすこと。 

④コロナ罹患後、発症後 5 日間且つ解熱後 24 時間経過していない方 

⑤インフルエンザ罹患後の方で、発症後 5 日間且つ解熱後 48 時間経過していない方 

 

※その他国内外の感染症流行状況に応じ、適宜感染症対策を実施する場合がございます。 
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